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北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

(
昭
和
四
二
年
六
月
1
八
月
)

報

三
、
六
月
二
三
日
(
金
)
午
後
一
時
三

O
分
J
五
時

O
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
企
業
内
組
合
活
動
」

報

告

者

保

原

出
席
者
一
一
名

フ
ラ
ン
ス
で
は
企
業
内
の
労
働
組
合
活
動
は
法
の
保
護
下
に
な
い
。

た
と
え
ば
、
昼
休
み
に
企
業
内
の
食
堂
で
組
合
費
を
徴
収
し
た
こ
と
も

解
雇
事
由
と
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
労
働
組
合
は
企
業
外
に
あ
る
も
の

と
い
う
観
念
が
支
配
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
年
、
企

業
内
の
労
働
組
合
活
動
を
法
認
せ
よ
、
と
い
う
主
張
が
労
働
組
合
側
か

ら
な
さ
れ
、
企
業
に
よ
っ
て
は
労
働
組
合
と
協
定
を
結
ん
で
、
企
業
内

活
動
を
承
認
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
立
法
に
よ
っ
て
承
認
す
べ
き
だ

と
い
う
主
張
も
み
ら
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
立
場
、
動
き
に
対
し
て
は
、

経
営
者
側
の
反
対
も
強
力
な
よ
う
で
あ
る
。

わ
が
国
の
よ
う
に
企
業
別
組
合
が
原
則
型
一
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
企

業
内
労
働
組
合
活
動
が
か
な
り
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
み
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
労
働
組
合
は
企
業
外
の
存
在
で
あ

る
と
い
う
観
念
が
支
配
的
で
あ
る
こ
と
は
、
は
な
は
だ
興
味
を
ひ
く
。

し
か
も
、
最
近
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
企
業
内
労
働
組
合
活
動
を
法

認
せ
よ
、
と
い
う
主
張
が
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
。
な
ぜ
こ
の

喜
志
夫

雑

よ
う
に
変
化
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
又
、
興
味
を
ひ
く
問
題

で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
問
題
に
答
え
る
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
歴
史
、
所
有
権

観
念
の
変
せ
ん
、
を
た
ど
る
ほ
か
、
社
会
・
経
済
的
地
盤
の
変
化
を
さ

ぐ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
労
働
組
合
活
動
を
企
業
内
か
ら
し
め
出
す

と
と
は
、
労
働
者
が
企
業
か
ら
遠
く
離
れ
て
住
む
よ
う
に
な
っ
て
、
企

業
外
で
の
労
働
者
同
士
の
連
絡
が
十
分
っ
き
か
ね
る
に
至
っ
た
と
い
う

よ
う
な
事
態
の
変
化
だ
け
を
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
労
働
組
合
活

動
の
全
面
的
否
定
に
も
ひ
と
し
い
。
し
か
し
、
企
業
内
の
活
動
を
承
認

す
る
の
は
よ
い
と
し
て
、
御
用
組
合
化
す
る
危
険
が
出
て
き
は
し
ま
い

か
。
も
っ
と
も
、
日
本
と
労
働
組
合
運
動
の
歴
史
も
異
な
る
フ
ラ
ン
ス

で
は
、
そ
の
よ
う
な
心
配
は
不
要
だ
と
も
い
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

法
学
会
で
労
働
法
の
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で

の
と
こ
ろ
、
き
わ
め
て
ま
れ
で
あ
っ
た
。
今
回
は
、
そ
の
ま
れ
な
場
合

に
該
当
す
る
。
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
議
論
は
な
か
な
か

活
発
で
あ
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
報
告
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
た

さ
い
に
、
フ
ラ
γ
ス
の
労
働
組
合
活
動
、
労
働
協
約
を
研
究
、
な
ま
の

資
料
を
集
め
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
そ
の
成
果
を
期
待
し
て
待
つ
こ
と

に
し
た
い
。

四
、
七
月
二
八
日
(
金
)
午
後
一
時
三

O
分
|
四
時
三

O
分

。

「

商

号

の

保

護

」

報

告

者

近

藤
出
席
者
七
名

た
だ
し
、
報
告
な
ら
び
に
議
論
が
商
法

題
し
て
「
商
号
の
保
護
」
o

弘
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報

そ
の
他
の
実
定
法
上
の
商
号
保
護
規
定
の
解
釈
論
に
文
字
ど
お
り
終
始

し
た
わ
け
で
は
な
い
。
素
材
と
し
て
は
、
鈴
木
竹
雄
「
商
号
の
侵
害
」

(
我
妻
還
暦
記
念
論
文
集
(
下
)
所
収
)
が
用
い
ら
れ
た
。
問
題
は
商

法
一
九
条
、
二

O
条
一
項
、
二
一
条
、
不
正
競
争
防
止
法
一
条
一
項
そ

れ
ぞ
れ
の
問
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
通
説
的
見
解
は
時
間
的
に
先
に
規
定
さ
れ
て
い
た
商
法
一
九
条
、

二
O
条
が
同
法
一
一
一
条
、
不
正
競
争
防
止
法
一
条
一
項
の
登
場
に
よ
っ

て
実
質
上
の
変
更
を
受
け
た
と
解
す
る
(
未
登
記
の
商
号
に
も
登
記
済

商
号
と
同
様
に
専
用
権
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
)

o

こ
れ
に
対

し
鈴
木
教
授
が
反
論
を
展
開
す
る
。
そ
の
詳
細
な
内
容
を
紹
介
す
る
こ

と
は
こ
の
雑
報
の
任
務
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
省
略
す
る
。

豊
口
後
議
論
さ
れ
た
点
を
拾
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。

通
説
・
鈴
木
説
い
ず
れ
に
せ
よ
結
果
的
に
は
大
差
が
な
い
よ
う
に
恩
わ

れ
る
。
問
題
は
も
っ
ぱ
ら
説
明
方
法
の
差
異
に
尽
き
る
。
そ
れ
に
し
て

も
、
説
明
方
法
の
巧
拙
と
い
う
こ
と
も
ゆ
る
が
せ
に
し
え
な
い
重
要
な

問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
鈴
木
教
授
の
主
う
に
同
一
法
典
の
う
ち
に
あ
る

規
定
の
聞
に
調
和
を
も
た
ら
す
よ
う
に
解
釈
上
の
努
力
を
あ
た
う
限
り

払
う
こ
と
が
法
解
釈
の
方
法
と
し
て
正
し
い
方
法
な
の
か
ど
う
か
。
さ

ら
に
、
商
号
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
他
権
利
の
公
示
が
法
律
上
し
ば
し
ば

問
題
に
な
る
け
れ
ど
も
、
現
行
法
上
、
公
示
・
公
示
方
法
に
関
す
る
規

定
が
と
か
く
不
充
分
で
あ
る
。

雑

北
海
道
大
学
法
学
部
公
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
田
二
年
七
月
)

六
、
七
月
十
四
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判
例
時
報
四
六
六
号
一
九
頁

O
判
例
時
報
四
六
七
号
二
ハ
頁

O
判
例
時
報
四
六
八
号
三
頁

宮畠秋

本山山

昌武義

子道昭

北
海
道
大
学
法
学
部
刑
事
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
田
二
年
九
月
)

四
、
九
月
九
日
(
土
)

O
西
ド
イ
ツ
刑
法
紀
行

北
大

暮

北
海
道
大
学
法
学
部
政
治
学
研
究
会
記
事

(
昭
和
四
二
年
七
月
J
九
月
)

五
、
七
月
三
一
日
(
木
〉

。
文
献
紹
介
|
|
中
国
民
国
期
農
村
社
会
研
究

六
、
九
月
f

二
一
臼
(
木
)

O
ビ
ス
マ
ル
ク
と
議
会
主
義

斎矢

北
海
道
大
学
法
学
部
民
事
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
四
二
年
七
月
)

九
、
七
月
七
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
民
集
二

O
巻

四

号

七

九

二

頁

O
民
集
二

O
巻

四

号

七

二

O
頁

O
民
集
二

O
巻

九

号

一

九

O
一
頁

半中佐

藤回田川保
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